
実施状況
次のステップに向け
て期待したい内容

○理念の共有と実践

　地域密着型サービスとしての意義
を踏まえた事業所理念をつくり、管
理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

○事業所と地域とのつきあい　

　利用者が地域とつながりながら暮
らし続けられるよう、事業所自体が
地域の一員として日常的に交流して
いる

○事業所の力を活かした地域貢献

　事業所は、実践を通じて積み上げ
ている認知症の人の理解や支援の方
法を、地域の人々に向けて活かして
いる

○運営推進会議を活かした取り組み

　運営推進会議では、利用者やサー
ビスの実際、評価への取り組み状況
等について報告や話し合いを行い、
そこでの意見をサービス向上に活か
している

○市町村との連携

　市町村担当者と日頃から連絡を蜜
に取り、事業所の実情やケアサービ
スの取組みを積極的に伝えながら協
力関係を築くように取り組んでい
る。

○身体拘束をしないケアの実践

　代表者及び全ての職員が「指定地域
密着型サービス指定基準及び指定地域
密着型介護予防サービス基準における
禁止の対象となる具体的な行為」を正
しく理解しており、玄関の施錠を含め
て身体拘束しないケアに取り組んでい
る
○虐待防止の徹底

　管理者や職員は、高齢者虐待防止
法等について学ぶ機会を持ち、利用
者の自宅や事業所ないでの虐待が見
過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

自治会に入っておられ、秋祭
りには獅子舞を披露してくれ
たり、地域の運動会などにも
参加されています。又、施設
の1階には地域交流スペース
を設け、地域の方に開放しさ
れたりと、地域とのつきあい
を大切にされています。

2カ月に1回開催され、
多数の地域の方が参加
されています。地域の
相談を受けたり、施設
の状況などを話しさ
れ、そこでの意見を
サービスの向上に活か
されています。

管理者の方は市が主催
の事業所連絡会に参加
され、意見交換をした
り、日頃から行政の担
当の方と連絡を密にと
るなど積極的に協力関
係を築くように取り組
まれています。

運営推進会議と一緒に身体拘
束適正委員会も開催し、身体
拘束について話しされていま
す。又、年2回の研修だけで
はなく、毎月のユニット会議
でも話され、身体拘束をしな
いケアに取り組まれていま
す。

定例の研修やカンファレンスにお
いて、理念についての再確認を行
い、理念から外れそうであれば管
理者がスタッフと面談を行った
り、各会議にて再周知、再認識で
きるよう都度軌道修正を図ってい
ます。

地域の一員として入居者様が地域
との繋がりを継続していけるよう
積極的に地域の行事や手伝いに参
加し、交流を図っています。施設
内の地域交流スペースの開放や地
域の自治会にも参加、防災訓練に
も参加していただいています。

グループホーム独自
の理念を掲げ、年に
2回理念について再
確認されたり、会議
の中でも理念につい
て話しされていま
す。

自
己
評
価

外
部
評
価

項目

外部評価自己評価

実施状況

虐待防止のために研修にて学ぶ機
会を設けています。虐待だけでは
なく、虐待に至るまでの不適切ケ
アについても日頃より話し合い、
意識を高めています。市への通報
体制についてもマニュアル化し虐
待が見過ごされないよう注意を
払っています。

運営推進会議を2か月ごとに開催
しており地域の有志の方々参加の
もと、入居者様の実際の事例を課
題にあげ意見や改善方法を伝授し
ていただいています。また身体拘
束適正化委員会の会議内容につい
てもユニット会議において周知徹
底し、虐待防止に努めています。

Ⅰ．理念に基づく運営

3

4 3

事業所の実績やケアサービスの取
組を伝えるために市の担当者に連
絡しています。管理者は市主催の
事業者連絡会へ積極的に参加し、
実績についての報告や相談を行う
事により協力関係を築いていま
す。

11

高川地区の会合はコロナと継承者
の減少により減少していますが、
開催時には管理者が参加し認知症
の方の理解や支援をお願いしてい
ます。地域の方に介護教室を実施
する予定です。

運営推進会議を2か月ごとに開催
しており浜地区連合会会長、高川
校区連合町会会長、豊中市老人ク
ラブ連合会副会長、夢あるまち高
川委員長、豊南校区自治会連合会
会長の参加のもと、入居者様の実
際の事例を課題にあげ意見や改善
方法を伝授していただいていま
す。

5 4

2 2

6 5

7

地域の方にも理念を
知っていただく為
に、玄関などに掲示
し、周知されること
を期待します。



○権利擁護に関する制度の理解と活用

　管理者や職員は、日常生活自立支
援事業や成年後見人制度について学
ぶ機会を持ち、個々の必要性を関係
者と話し合い、それらを活用できる
よう支援している

○契約に関する説明と納得

　契約の締結、解約または改定等の
際は、利用者や家族等の不安や疑問
点を尋ね、十分な説明を行い理解・
納得を図っている

○運営に関する利用者、家族等意見の反映

　利用者や家族等が意見、要望を管
理者や職員並びに外部者へ表せる機
会を設け、それらを運営に反映させ
ている

○運営に関する職員意見の反映

　代表者や管理者は、運営に関する
職員の意見や提案を聞く機会を設
け、それらを反映させている

○就業環境の整備

　代表者は、管理者や職員個々の努
力や実績、勤務状況を把握し、給与
水準、労働時間、やりがいなど、各
自が向上心を持って働けるよう職場
環境・条件の整備に努めている

○職員を育てる取組み

　代表者は、管理者や職員一人ひと
りのケアの実際の力量を把握し、法
人内外の研修を受ける機会の確保
や、働きながらトレーニングしてい
くことを進めている

○同業者との交流を通じた向上

 代表者は、管理者や職員が同業者
と交流する機会を作り、ネットワー
クづくりや勉強会、相互訪問の活動
を通じて、サービスの質を向上させ
ていく取組みをしている

契約に関しては、契約書と重要事
項説明書を読み合わせを行い、疑
問点等がないかお聞きしておりま
す。尚、どうしても入居者様ご本
人が強く拒否される場合は契約で
きない旨を家族様にお伝えしてお
ります。

11 7

月に１回会議と年に1回の
個別面談を行い職員から
意見を聞く機会を作られ
ています。又、日頃から
何でも話せる関係作りが
されており、意見があれ
ば運営に反映されていま
す。

事業所の掲示板に「苦情申し出窓
口の設置」の案内を掲示し、外部
者へ要望を伝えられるようにして
います。重要事項説明書にも行政
機関その他苦情受付機関の連絡先
を記載しています。また介護相談
員2名により毎月入居者様の話を
聞きに来ていただいています。

運営に関して、職員から意見があ
る場合は、管理者に直接報告に来
る体制ができています。もし管理
者に直接言い難い時は、介護リー
ダーへ相談し、介護リーダーより
管理者へ報告があります。代表者
へは管理者から報告する体制に
なっています。

代表者は管理者と定期的に（週2
回）会い、管理者が向上心を持続
して勤務できるよう相談、話し合
いの機会を作っています。また代
表者が職員がやりがいを持って勤
務できているか定期的に（月2～3
回程度）現場を回っています。

代表者は管理者や職員が希望する
内外の研修について、いつでも参
加できる体制作りをしています。
原則、外部研修は管理者がスタッ
フに案内を告知し、希望を募り代
表者へ参加希望者の報告をしてい
ます。

管理者が研修に参加し、それを施
設内研修として職員に周知してい
ます。日常生活自立支援事業につ
いての職員への説明は特に行って
おりません。成年後見人制度につ
いては研修を行い、玄関カウン
ターにパンフレットを設置してい
ます。

代表者は同業者との交流を図るた
めに、高川校区呼高齢者部会や豊
中市介護保険事業者連絡会への参
加の機会を作っています。また毎
年恒例の交歓会にて地域の民生委
員、病院関係者、ケアマネー
ジャーとの交流を図っています。

面会時に家族から相談を受け
たり、意見や要望も言われ、
何でも話せる関係作りをされ
ています。意見や要望は、職
員間で共有し、運営に反映さ
れています。又、ＳＮＳでも
近況報告されています。

13

14

9

10 6
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○初期に築く本人との信頼関係

 サービスの利用を開始する段階
で、本人が困っていること、不安な
こと、要望等に耳を傾けながら、本
人の安心を確保するための関係づく
りに努めている

○初期に築く家族等との信頼関係

 サービスの利用を開始する段階
で、家族等が困っていること、不安
なこと、要望等に耳を傾けながら、
本人の安心を確保するための関係づ
くりに努めている

○初期対応の見極めと支援

 サービスの利用を開始する段階
で、本人と家族等が「その時」まず
必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めて
いる

○本人と共に過ごし支えあう関係

 職員は、本人を介護される一方の
立場に置かず、暮らしを共にする者
同士の関係を築いている

○本人と共に過ごし支えあう家族との関係

 職員は、家族を支援される一方の
立場に置かず、本人と家族の絆を大
切にしながら、共に本人を支えてい
く関係を築いている

○馴染みの人や場と関係継続の支援

 本人がこれまで大切にしてきた馴
染みの人や場所との関係が途切れな
いよう、支援に努めている

○利用者同士の関係の支援

　利用者同士の関係を把握し、一
人ひとりが孤立せずに利用者同士
が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

○関係を断ち切らない取組み

　サービス利用（契約）が終了して
も、これまでの関係性を大切にしな
がら、必要に応じて本人・家族の経
過をフォローし、相談や支援に努め
ている

同じ建物に併設している地域密着
型特養や1号館特養に転居されて
も、今までと変わりなく家族様や
本人様とコミュニケーションを取
り、相談や支援を引き続き行って
います。また認知症のご家族がお
り困っている方を紹介して下さる
事も多いです。

地域の祭りに参加され
た時に知人と話された
り、お墓参りや、住ん
でいた家を見に行くな
ど馴染みの人や場所と
の関係が途切れないよ
う、支援されていま
す。

かかりつけの医院に通院する事も
出来ます。地域の祭や行事に参加
した際には馴染みの方と昔話をし
て楽しんだり、知り合いや地域の
方の面会も再開しており、大勢の
方が来られています。馴染みの場
所にスタッフがお連れすることも
あります。

職員は、ご入居者に対して、心に
寄り添うケアを心掛けており、一
緒にコミュニケーションを図った
り、散歩に出かけたり、一緒に食
事を用意したり、暮らしを共にす
る「馴染みの関係」が築けていま
す。コロナ禍では食事の準備は一
時中止しています。

サービスを開始する前に、事業所
の見学をしていただき、その後面
談をさせていただいています。面
談では、管理者と計画作成担当者
がヒアリングシートを元に、本人
様が困っている事、要望等につい
てお聞きしています。

サービスを開開始する前に、ご家
族様にも事業所の見学をしていた
だき、その後本人様の面談時に、
ご家族様の困っている事、不安に
思っている事、要望等をお聞きし
ています。

職員は、家族様に対して、面会の
際や連絡を取る際に、本人様の日
頃の生活状況についての報告を
行っています。また。家族様が希
望を言いやすいよう居室担当を配
置しています。

事前面談の段階で、認知症、身体
状況を把握し、ご家族様と本人様
の希望を確認しています。状況に
応じた認知症対応型共同生活介護
計画を作成できるよう務めていま
す。

21

22

ご入居者同士の関係を把握し、一
人ひとりが孤立せずにご入居者同
士が関わり合い、支えあえるよう
に、職員がレクリエーションやレ
ク等を通じ、仲介役をし、お互い
会話がしやすい環境が作れるよう
に務めています。

Ⅱ　安心と信頼に向けた関係づくりと支援
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Ⅲ　その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント

○思いやり意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希
望、意向の把握に努めている。困難
な場合は、本人本位に検討している

○これまでの暮らしの把握

一人ひとりの生活歴や馴染みの暮ら
し方、生活環境、これまでのサービ
ス利用の経過等の把握に努める

○暮らしの現状の把握

一人ひとりの一日の過ごし方、心身
状態、有する力等の現状の把握に努
めている

○チームでつくる介護計画とモニタリング

本人がより良く暮らすための課題と
ケアのあり方について、本人、家
族、必要な関係者と話し合い、それ
ぞれの意見やアイディアを反映し、
現状に即した介護計画を作成してい
る

○個別の記録と実践への反映

日々の様子やケアの実践・結果、気
づきや工夫を個別記録に記入し、職
員間で情報を共有しながら実践や介
護計画の見直しに活かしている

○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化

本人や家族の状況、その時々に生ま
れるニーズに対応して、既存のサー
ビスにとらわれない、柔軟な支援や
サービスの多機能化に取り組んでい
る

○地域資源との協働

一人ひとりの暮らしを支えている地
域資源を把握し、本人が心身の力を
発揮しながら安全で豊かな暮らしを
楽しむことができるよう支援してい
る

面談時にヒヤリングシートによ
り、本人様と家族様に生活歴や好
きな事、嫌いな事等をお聞きして
います。また入居後も、本人様と
コミュニケーションを行い、これ
までの生活についての情報収集に
務めています。

一人ひとりの一日の過ごし方、心
身の状態については、面談時の聞
き取り、及び診療情報や服薬情報
を元にその現状を把握するように
務めています。有する力の現状を
把握し、残存能力の向上を目指し
ています。

介護計画については、本人様の要
望、心身状況、課題（困っている
こと）等を加味し、家族様や必要
な関係者からもお聞きし、計画作
成担当者が作成を行っています。
月に1回のユニット会議で、個々
のケアについてチームで話し合
い、ケアプランに反映していま
す。

日々の様子やケアの実践・結果、
気づきや工夫に関して、個別記録
に入力し、全スタッフが閲覧でき
るようにしています。また個別
ファイルとは別に日々変化する事
柄にすぐに対応できるように、職
員間の連絡ノートも導入していま
す。

24

入所前に書面にて本人
や家族の希望や意向を
把握されています。
又、日常の会話などで
も意向の確認を行って
います。

地域資源（家族様、地域の知り合
い、民生委員、自治会、ボラン
ティア等）を把握し、本人様が安
心して楽しく暮らせる環境つくり
に務めています。事業所のスタッ
フだけで、ご入居者を支えていく
ことは出来ず、地域の方の支援が
大変重要となります。

入居者様の想い、要望をまずはお
聞きしています。家族様の想いが
本人様と異なる場合もあります
が、その場合は計画作成担当者が
中心となって調整や交渉に当たり
ます。認知症によりご自身の想い
や意向を表せない方もおられま
す。その場合、家族様からこれま
での生活状況を聞き取り、普段の
様子から本人様の想いに近づける
よう務めています。

29

25

６ヶ月に一回ケアプラ
ンの見直しを行ってい
ますが、毎月のユニッ
ト会議でも状態の変化
によってその都度話し
合い、現状に即した介
護計画を作成していま
す。

27

28

ご入居者やご家族の状況、その
時々に生まれるニーズに対応。例
としてお墓参りに行きたいとの要
望に対し、社用車で京都まで行
き、出来るだけ願いが叶えられる
ように柔軟に対応しています。

26 10

23 9



○かかりつけ医の受診診断

受診は、本人及び家族等の希望を大
切にし、納得が得られたかかりつけ
医と事業所の関係を築きながら、適
切な医療を受けられるように支援し
ている

○看護職員との協働

介護職員は、日常の関わりの中でと
らえた情報や気づきを、職場内の看
護職員や訪問看護師等に伝えて相談
し、個々の利用者が適切な受診や看
護を受けられるよう支援している

○入退院時の医療機関との協働

利用者が入院した際、安心して治療
できるように、また、できるだけ早
期に退院できるように、病院関係者
との情報交換や相談に努めている。
又は、そうした場合に備えて病院関
係者との関係づくりを行っている

○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援

重度化した場合や、終末期のあり方
について、早い段階から本人・家族
等と話し合いを行い、事業所ででき
ることを十分に説明しながら方針を
共有し、地域の関係者と共にチーム
で支援に取り組んでいる

○急変や事故発生時の備え

利用者の急変や事故発生時に備え
て、全ての職員は応急手当や初期対
応の訓練を定期的に行い、実践力を
身に付けている

○災害対策

火災や地震、水害等の災害時に、昼
夜を問わず利用者が避難できる方法
を全職員が身につけるとともに、地
域との協力体制を築いている

昼夜想定した避難訓練を年２回、
利用者と一緒に行っています。ま
た地域との協力体制構築の為に、
運営推進会議等でも話し合いを行
い、法人本部では食料等の備蓄物
品を準備し,災害時に備えていま
す。

今まで利用されてきたクリニッ
ク、病院をそのまま継続して利用
することも出来ますし、往診医を
利用することもできます。計画作
成担当者がかかりつけ医とお会い
し、本人様の日頃の状態をお伝え
し、お互い情報交換を必要に応じ
て実施しています。

介護職員と往診医は密に連絡を取
り合い、本人様にいつもと違う状
況が発生した場合は、協力してそ
の対応に当たっています。受診へ
行くかの判断は、介護スタッフの
情報を元に、医師に連絡し判断し
ています。往診医は状況に応じて
駆けつける体制をとっています。

２週間に一度の内科医師による往
診と、併設特養の精神科医師によ
る受診があります。内科医師は２
４時間の連絡体制で安心して医療
が受けられる体制になっていま
す。希望があれば入居前のかかり
つけ医を継続して受診することも
可能です。

31

30 11

ご入居者が入院した場合、ご家族
と協力して、医療機関にできるだ
け早く退院ができるように働きか
けを行っています。また退院時
は、医療機関から情報収集、相談
し「退院に向けたカンファレン
ス」を開き、退院後の受け入れ体
制を整えるよう務めています。

内科医による２４時間の連絡体制
があり、事業所においても職員に
対し研修を行い、積極的に看取り
に取り組んでいます。利用者及び
家族に対しても入居時や状態の変
化時に医師等を交え、方針の共有
を行い安心して終末期を迎えられ
る体制が整っています。

入居後、往診医から終末期の在り
方について確認しています。ま
た、いつでも意向は変更できるこ
とを伝えています。終末期が近づ
いてきた時点で、再度今後の対応
について、往診医と家族様と施設
側と話し合いを行い、方針を共有
しています。

ご入居者に急変時について、消防
署による心肺蘇生講習を受講して
います。施設内にAEDを設置して
おり、その使用方法についてス
タッフに指導を行っています。ま
た事故発生時のマニュアルの整備
を行い、緊急時にすぐに対応でき
るようにしています。

32

33 12

34

35 13

火災のための避難訓練、水害対策
訓練を年2回定期的に行なってい
ます。ご入居者が避難できる方法
を全スタッフが身につけているか
随時確認を行っています。地域と
の協力体制について、高川地区の
会合や、運営推進会議で話し合い
を行っています。



Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　

○一人ひとりの人格の尊重とプライ
バシーの確保
一人ひとりの人格を尊重し、誇りや
プライバシーを損ねない言葉かけや
対応をしている

○利用者の希望の表出や自己決定の支援

　日常生活の中で本人が思いや希望
を表したり、自己決定できるように
働きかけている

○日々のその人らしい暮らし

　職員側の決まりや都合を優先する
のではなく、一人ひとりのペースを
大切にし、その日をどのように過ご
したいか、希望にそって支援してい
る

○身だしなみやおしゃれの支援

　その人らしい身だしなみやおしゃ
れができるように支援している

○食事を楽しむことのできる支援

　食事が楽しみなものになるよう、
一人ひとりの好みや力を活かしなが
ら、利用者と職員が一緒に準備や食
事、片付けをしている

○栄養摂取や水分確保の支援

　食べる量や栄養バランス、水分量
が一日を通じて確保できるよう、一
人ひとりの状態や力、集会に応じた
支援をしている

○口腔内の清潔保持

　口の中の汚れや臭いが生じないよ
う、毎食後、一人ひとりの口腔状態
や本人の力に応じた口腔ケアをして
いる

管理栄養士が栄養のバランスの調
整を行っています。食べる量もご
入居者によって異なりますので、
個人に合わせて対応しています。
毎食、一人ひとりの食事、水分摂
取量の確認、把握を行っておりま
す。毎週メニュー表をご入居者に
提示し、カロリー表示、塩分表示
もおこなっております。

毎食後に口腔ケアを行っていま
す。日々、口腔内の状態を観察
し、口腔ケア用品や口腔ケアの方
法を変えたり、必要に応じて、歯
科へ相談を行っています。嚥下力
が低下しているご入居者には嚥下
体操やアイスマッサージなども実
施しています。

毎月定例のカンファレンスや研修
にて、言葉遣い（接遇）の重要さ
についての確認を行っています。
言葉遣いが崩れた場合は、管理者
又は介護リーダーが当該スタッフ
と面談を行い、軌道修正を図って
います。また人権や接遇について
の研修も行っています。

自己決定できるように、まずは本
人様にお聞きし、ご希望を聴いた
上で決定するように心掛けていま
す。希望の表出が出来ない方に関
しては、職員がその方を日々よく
観察し、何を求めているのかを把
握するようにしています。

食事は管理栄養士が献立を立て、
厨房で調理された給食になってい
ます。後片付けやテーブル拭きな
ど利用者ができることは職員と一
緒に行います。時折、利用者の希
望を聞きながらおやつレク等楽し
みが持てる企画も行っています。

職員側の決まりや都合を優先する
ような「日課」は決めず、その時
のご入居者の希望や都合、状態に
よって臨機応変に対応できるよう
に務めています。

37

外部や内部の研修で人権や接遇に
関する知識を深め、また毎月のユ
ニット会議でも言葉遣いやプライ
バシーに配慮した対応についての
確認を行うことで、一人ひとりの
人格を尊重した対応を心がけてい
ます。
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36 14

40 15

41

39

現在はまだ食事準備は職員が行っ
ていますが後片付けやテーブルふ
きなどはご入居者に手伝っていた
だいています。また作業工程の少
ないお菓子作りなども行事として
行う事もありますが、ご入居者の
希望で急遽行う事もあり、出来る
だけその時々の希望にあわせ、楽
しく美味しく食事をしています。

その人らしい身だしなみやおしゃ
れを楽しまれています。選ぶこと
が出来る方には、自分で服を選ん
で頂いています。朝、必ず寝巻か
ら洋服に着替えていただいていま
す。帽子を被っていたり、アクセ
サリーをつけている方も様々にお
られます。

42



○排泄の自立支援

　排泄の失敗やおむつの使用を減ら
し、一人ひとりの力や排泄パター
ン、習慣を活かして、トイレでの排
泄や排泄の自立に向けた支援を行っ
ている。

○便秘の予防と対応

　便秘の原因や及ぼす影響を理解
し、飲食物の工夫や運動への働きか
け等、個々に応じた予防に取り組ん
でいる

○入浴を楽しむことができる支援

　一人ひとりの希望やタイミングに
合わせて入浴を楽しめるように、職
員の都合で曜日や時間帯を決めてし
まわずに、個々に応じた入浴の支援
をしている

○安眠や休息の支援

　一人ひとりの生活習慣やその時々
の状況に応じて、休息したり、安心
して気持ちよく眠れるよう支援して
いる

○服薬支援

　一人ひとりが使用している薬の目
的や副作用、用法や要領について理
解しており、服薬の支援と症状の変
化の確認に努めている

○役割、楽しみごとの支援

　張り合いや喜びのある日々を過ご
せるように、一人ひとりの生活歴や
力を活かした役割、嗜好品、楽しみ
ごと、気分転換等の支援をしている

一人ひとりの希望やタイミングに
合わせて入浴時間を設定していま
す。そのため入浴は朝から夕方ま
で対応が可能です。個浴から機械
浴まで個々に応じた入浴援助を
行っています。入浴を拒まれた
り、体調が悪い場合は臨機応変に
対応しています。

週に２回の入浴です。利
用者の希望により日時の
変更も行っています。ゆ
ず湯や菖蒲湯など季節の
入浴や入浴剤を使用して
の入浴を楽しむ事が出来
ます。重度化に対応した
機械浴も設置していま
す。

日中、体操などを取り入れ心地よ
い刺激や活動をすることで、夜間
に安眠されておられる方がほとん
どです。また疲れが出た時には居
室に戻り自由にされています。居
室は、冷暖房完備で介護用ベッド
も備え付けていますので、気持ち
よく眠られています。居室にテレ
ビやゲームを設置し、一人の時間
をゆっくりと過ごすこともできま
す。。

排泄の自立支援のためトイレでの
排泄を基本としオムツにできるだ
けしないケアに務めています。
各々の排泄時間を把握し、認知機
能の低下により自身で行けなかっ
たり訴えられない方の排泄サイン
を見逃さないようにしながら支援
しています。また歩行能力向上を
図り、ご自身でトイレに行ける環
境つくりにも取り組んでいます。

便秘の方に関しては、水分摂取を
促したり、ヨーグルト等の乳製品
の摂取、薬の調整（医療機関との
相談）、運動、マッサージ等、
個々に応じた対応を行っていま
す。

排泄記録により個々の排
泄パターンを把握し、ま
た利用者の様子などをく
み取り、出来る限りトイ
レでの排泄が継続出来る
よう支援しています。

47

48

往診医や医療機関からの処方箋を
元に、薬局が作成している「薬剤
情報」を個別ファイルに整備し、
その方がどのような薬を服用して
いるのか、どのような副作用があ
るのかすぐに把握できるようにし
ています。薬の変更により心身に
異変が生じた場合は速やかに往診
医や医療機関へ相談しています。

張り合いや喜びのある日々を過ご
せるように、洗い物、テーブルふ
き、洗濯、掃除、散歩、ドライブ
など出来ることを継続し、やりが
いを持って取り組めるよう支援し
ています。職員は出来る限り見守
り、自分でできるよう支援してい
ます。
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43 16



○日常的な外出支援

　一人ひとりのその日の希望にそっ
て、戸外に出かけられるよう支援に
努めている。また、普段は行けない
ような場所でも、本人の希望を把握
し、家族や地域の人々と協力しなが
ら出かけられるよう支援している

○お金の所持や使うことの支援

　職員は、本人がお金を持つことの
大切さを理解しており、一人ひとり
の希望や力に応じて、お金を所持し
たり使えるように支援している

○電話や手紙の支援

　家族や大切な人に本人自らが電話
をしたり、手紙のやり取りができる
ように支援している

○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台
所、食堂、浴室、トイレ等）は、利用
者にとって不快や混乱をまねくような
刺激（音、光、色、広さ、温度など）
がないように配慮し、生活感や季節感
を採り入れて、居心地よく過ごせるよ
うな工夫をしている
○共用空間における一人ひとりの居
場所づくり
　共用空間の中で、独りになれた
り、気の合った利用者同士で思い思
いに過ごせるような居場所の工夫を
している

○居心地よく過ごせる居室の配慮

　居室あるいは泊まりの部屋は、本
人や家族と相談しながら、使い慣れ
たものや好みのものを活かして、本
人が居心地よく過ごせるような工夫
をしている

○一人ひとりの力を活かした安全な
環境づくり
　建物内部は一人ひとりの「できる
こと」や「わかること」を活かし
て、安全かつできるだけ自立した生
活が送れるように工夫している

家具の持ち込みは自由で、使い慣
れた物品を持ち込むことが出来ま
す。個々の居室は、家族の協力を
得ながら、写真を飾るなど利用者
が居心地よく過ごせる様にレイア
ウトなども工夫しています。

55

50

共有の空間には仲のいい数名のグ
ループ毎に過ごせるよう配置して
います。塗り絵をしたり、歓談を
楽しんだり楽しみ方はそれぞれで
す。また静かに新聞やテレビを楽
しめるよう一人掛けのソファも設
置しています。

居室には、今まで使用しておられ
た家具などを入居時に出来る限り
持ってきていただき、思い出の品
と共に過ごして頂いています。希
望者にはフラワーアレンジメント
や作業レクでの作品を飾っておら
れます。

建物内部は、廊下やドアに手すり
を設置しています。トイレ内や脱
衣室には様々な障害や体格に合わ
せることが出来る手すりを設置
し、生活リハビリができるように
しています。
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53

共用空間は広々とし、窓
からは光が差し込み明る
く開放感があります。ま
た、花を飾ったり、季節
や行事に合わせた飾り付
けがされています。

共用の空間はオープンキッチンと
なっており、視覚、嗅覚で料理等
を感じていただけるように工夫
し、生活音は大事にしています。
居室、リビングの照明については
不快な光をなくすよう、段階的に
調整できるようになっています。

ご入居者によりましては、お小遣
い程度の現金を所持されている方
もおられます。所持していない方
は買い物の際に、ユニットの小口
現金より立て替え、職員が代わり
に支払いを行っています。

家族様の協力が可能であれば、電
話をフロアからかけることも出来
ます。自分で携帯電話を持って、
好きな時に家族に連絡することも
可能です。手紙を出したいとの希
望があれば、職員と一緒に散歩が
てら郵便局に出しに行けるよう支
援しています。

54 20

49 18

51

一人ひとりのその日の希望に沿っ
て、天候が良ければ職員と一緒に
散歩やドライブに出掛けていま
す。コロナ禍で制限が多い中、出
来る限り人通りの少ない場所を検
討し、希望に沿うよう努めていま
す。

利用者それぞれの希望に
合わせ、散歩やドライブ
に出かける機会を設けて
います。人が少ない時間
帯を見図り、近隣のスー
パーへの買い物にも出か
けるなど日常的な外出支
援に努めています。



Ⅴ　アウトカム項目

63
職員は、家族が困っていること、不安
なこと、求めていることをよく聞いて
おり信頼関係ができている

①ほぼ全ての利用者と
②利用者の３分の２くらいと
③利用者の３分の１くらいと
④ほとんどできていない

64
通いの場やグループホームに馴染みの
人や地域の人々が訪ねてきている

①ほぼ毎日のように
②数日に1回程度
③たまに
④ほとんどいない

58
利用者は、一人ひとりのペースで暮ら
している

①ほぼ全ての利用者が
②利用者の３分の２くらいが
③利用者の３分の１くらいが
④ほとんどいない

59
利用者は、職員が支援することで生き
生きした表情や姿がみられれている

①ほぼ全ての利用者が
②利用者の３分の２くらいが
③利用者の３分の１くらいが
④ほとんどいない

56

①ほぼ全ての利用者の
②利用者の３分の２くらいの
③利用者の３分の１くらいの
④ほとんど掴んでいない

職員は利用者の思いや願い、暮らし方
の意向を掴んでいる

利用者と職員が、一緒にゆったりと過
ごす場面がある

57

①毎日ある
②数日に1回ある
③たまにある
④ほとんどない

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出
かけている

①ほぼ全ての利用者が
②利用者の３分の２くらいが
③利用者の３分の１くらいが
④ほとんどいない

①ほぼ全ての利用者が
②利用者の３分の２くらいが
③利用者の３分の１くらいが
④ほとんどいない

62
利用者は、その時々の状況や要望に応
じた柔軟な支援により、安心して暮ら
せている

①ほぼ全ての利用者が
②利用者の３分の２くらいが
③利用者の３分の１くらいが
④ほとんどいない

61
利用者は、健康管理や医療面、安全面
で不安なく過ごせている



67
職員から見て、利用者はサービスにお
おむね満足していると思う

①ほぼ全ての利用者が
②利用者の３分の２くらいが
③利用者の３分の１くらいが
④ほとんどいない

68
職員からみて利用者の家族等はサービ
スにおおむね満足していると思う

①ほぼ全ての家族が
②家族の３分の２くらいが
③家族の３分の１くらいが
④ほとんどできていない

65

運営推進会議を通して、地域住民や地
元の関係者とのつながりの拡がりや深
まりがあり、事業所の理解者や応援者
が増えている

①大いに増えている
②少しずつ増えている
③あまり増えていない
④全くない

66 職員は活き活きと働けている

①ほぼ全ての職員が
②職員の３分の２くらいが
③職員の３分の１くらいが
④ほとんどいない


